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                                  平成19年5月28日 

 

各 位 

 

                    会 社 名  株式会社マルハグループ本社 

                    代 表 者名  代表取締役社長 五十嵐 勇二  

                    (コード番号 １３３４ 東証第一部） 

                    問 合 せ先   

                    経営企画本部広報･ＩＲグループ長 川  文 人 

                    (ＴＥＬ ０３－３２１６－０８２１） 

 

定款の一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は、平成19年5月28日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成19年6月

27 日開催予定の第３期定時株主総会および種類株主総会に付議することを決議いたしましたの

で、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．定款変更の目的 

（１） 株式会社ニチロとの経営統合に伴い商号の変更を行い、経営統合による事業内容の多様 

   化に伴い株式会社ニチロの事業目的を追加するとともに、第二種優先株式の発行に備えて、 

   定款に所要の変更を加えるものです。 

    また、株主様の便宜を図るため、単元未満株式の買増制度を導入し、種類株主総会の円 

   滑な運営を図るため、種類株主総会における特別決議などの定足数を緩和するとともに、 

   取締役会における監督機能を充実するための選択肢として、役付取締役に「取締役副会長」 

   を追加するものです。 

（２） 上記の規定の新設に伴い条数などの変更を行うものです。 
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２．定款変更の内容 

  変更の内容は次のとおりです。 
 
 

                                   （下線は変更部分） 

現 行 定 款 変  更  案 

第１章 総  則 

 

（商号） 

第１条 当会社は、株式会社マルハグループ本

 社と称し、英文ではMARUHA GROUP INC. と表

 示する。 

 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的

 とする。 

 １．次の事業を営む会社およびこれに相当す

  る事業を営む外国会社の株式を所有する 

  ことによる当該会社の事業活動の支配お 

  よび管理 

  （１）漁業および水産養殖業 

  （２）水産物の加工、冷凍および売買 

  （３）農畜産物の加工、冷凍および売買 

  （４）製氷および倉庫業 

  （５）嗜好飲料、砂糖類および各種調味料

     の製造、加工および売買 

  （６）油脂の製造、加工および売買 

  （７）船舶用機械器具、船具、漁業用品お

     よび包装用資材の製造、加工および

     売買 

  （８）酒類および日用品雑貨の売買 

  （９）海上運送業および陸上運送業 

  （10）有機肥料および飼料の製造、加工お

     よび売買 

  （11）医薬品および化粧品の製造、加工お

     よび売買 

 

 

第１章 総  則 

 

（商号） 

第１条 当会社は、株式会社マルハニチロホー

 ルディングスと称し、英文ではMaruha  

 Nichiro Holdings, Inc. と表示する。 

 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的

 とする。 

 １．次の事業を営む会社およびこれに相当す

  る事業を営む外国会社の株式を所有する 

  ことによる当該会社の事業活動の支配お 

  よび管理 

  （１）漁業および水産養殖業 

  （２）水産物の加工、冷凍および売買 

  （３）農畜産物の加工、冷凍および売買 

  （４）製氷および倉庫業 

  （５）嗜好飲料、砂糖類および各種調味料

     の製造、加工および売買 

  （６）油脂の製造、加工および売買 

  （７）船舶用機械器具、船具、漁業用品、

     食品加工機械、包装機械および包装

     用資材の製造、加工および売買 

  （８）酒類および日用品雑貨の売買 

  （９）海上運送業および陸上運送業 

  （10）有機肥料および飼料の製造、加工お

     よび売買 

  （11）医薬品および化粧品の製造、加工お

     よび売買 

  （12）毛皮獣の飼育ならびに毛皮製品の製

     造、加工および売買 



 3

  （12）不動産の売買、賃貸借、仲介および

     管理 

  （13）情報処理サービス業 

  （14）飲食店の経営 

  （15）スーパーマーケットの経営 

  （16）労働者派遣業 

 

 

 ２．経営コンサルティング業 

 ３．貸金業 

 ４．融資、債務の保証、債権買取等の信用供

  与およびその斡旋 

 ５．前各号に付帯または関連する一切の事業

 

第２章 株  式 

 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、12億株

 とし、このうち11億7,000万株は普通株式、

 3,000万株は優先株式とする。 

 

 

（自己の株式の取得） 

第８条 （条文省略） 

② （条文省略） 

③ 当会社が自己の株式を取得または消却す 

 るときは、普通株式または優先株式のうち、

 いずれか一または複数の種類につき行うこ 

 とができる。 

 

（単元株式数および単元未満株券の不発行） 

第９条 当会社の普通株式および優先株式の 

 単元株式数は、1,000株とする。 

 

② （条文省略） 

 

（新設） 

  （13）不動産の売買、賃貸借、仲介および

     管理 

  （14）情報処理サービス業 

  （15）ホテルおよび飲食店の経営 

  （16）スーパーマーケットの経営 

  （17）労働者派遣業 

  （18）損害保険代理業および生命保険募集

     に関する業務 

 ２．経営コンサルティング業 

 ３．貸金業 

 ４．融資、債務の保証、債権買取等の信用供

  与およびその斡旋 

 ５．前各号に付帯または関連する一切の事業

 

第２章 株  式 

 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、12億 

 株とし、このうち11億7,000万株は普通株

 式、2,600万株は第一種優先株式、400万株

 は第二種優先株式とする。 

 

（自己の株式の取得） 

第８条 （現行どおり） 

② （現行どおり） 

③ 当会社が自己の株式を取得または消却す 

 るときは、普通株式または各種の優先株式の

 うち、いずれか一または複数の種類につき行

 うことができる。 

 

（単元株式数および単元未満株券の不発行） 

第９条 当会社の普通株式、第一種優先株式お

 よび第二種優先株式の単元株式数は、1,000

 株とする。 

② （現行どおり） 

 

（単元未満株式の買増し） 
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第10条～第11条 （条文省略） 

 

第３章  優先株式 

 

（優先配当金） 

第12条 当会社は、第47条に定める金銭による

 剰余金の配当を行うときは、優先株式を有す

 る株主（以下「優先株主」という。）または 

 優先株式の登録株式質権者（以下「優先登録

 株式質権者」という。）に対し、普通株式を 

 有する株主（実質株主名簿に記載または記録

 された実質株主を含む。以下同じ。第３章で

 は「普通株主」という。）または普通株式の 

 登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」

 という。）に先立ち、優先株式 1株につき年

 20円を上限として、当該優先株式の発行に際

 し、取締役会の決議で定める額の剰余金の配

 当（以下「優先配当金」という。）を支払う。

 

 

② ある事業年度において、優先株主または優

 先登録株式質権者に対して支払う剰余金の 

 配当の額が優先配当金の額に達しないとき 

 は、その不足額は翌事業年度に累積しない。

 

③ 優先株主または優先登録株式質権者に対 

 しては、優先配当金の額を超えて配当を行わ

 ない。 

 

（優先中間配当金） 

第13条 当会社は、優先株主または優先登録株

 式質権者に対して、中間配当を行わない。 

第10条 当会社の株主は、株式取扱規程に定 

 めるところにより、その有する単元未満株式

 の数と併せて単元株式数となる数の株式を 

 売り渡すことを請求することができる。 

 

第11条～第12条 （現行どおり） 

 

第３章  第一種優先株式 

 

（第一種優先配当金） 

第13条 当会社は、第48条に定める金銭によ

 る剰余金の配当を行うときは、第一種優先株

 式を有する株主（以下「第一種優先株主」と

 いう。）または第一種優先株式の登録株式質

 権者（以下「第一種優先登録株式質権者」と

 いう。）に対し、普通株式を有する株主（実

 質株主名簿に記載または記録された実質株 

 主を含む。以下同じ。第３章および第３章の

 ２では「普通株主」という。）または普通株

 式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質

 権者」という。）に先立ち、第一種優先株式 1

 株につき年20円を上限として、当該第一種

 優先株式の発行に際し、取締役会の決議で定

 める額の剰余金の配当（以下「第一種優先配

 当金」という。）を支払う。 

② ある事業年度において、第一種優先株主ま

 たは第一種優先登録株式質権者に対して支 

 払う剰余金の配当の額が第一種優先配当金 

 の額に達しないときは、その不足額は翌事業

 年度に累積しない。 

③ 第一種優先株主または第一種優先登録株 

 式質権者に対しては、第一種優先配当金の額

 を超えて配当を行わない。 

 

（第一種優先中間配当金） 

第14条 当会社は、第一種優先株主または第一

 種優先登録株式質権者に対して、中間配当を
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（優先配当金の除斥期間） 

第14条 第48条の規定は、優先配当金の支払に

 ついてこれを準用する。 

 

（優先株主に対する残余財産の分配） 

第15条 当会社の残余財産を分配するときは、

 優先株主または優先登録株式質権者に対し、

 普通株主または普通登録株式質権者に先立 

 ち、優先株式１株につき1,000円を支払う。

 

② 優先株主または優先登録株式質権者に対 

 しては、前項のほか、残余財産の分配は行わ

 ない。 

 

（優先株式の消却等） 

第16条  当会社は、いつでも優先株式を取得し、

 これを保有し、当該取得価額により消却する

 ことができる。 

② 前項に基づく優先株式の取得または消却 

 は、いずれか一または複数の種類につき行う

 ことができる。 

 

（優先株主の議決権） 

第17条 優先株主は、株主総会において議決権

 を有しない。 

 

（優先株式の併合または分割、募集株式の割当

てを受ける権利等） 

第18条 当会社は、優先株式について株式の併

 合または分割を行わない。 

② 当会社は、優先株主に対し、募集株式およ

 び募集新株予約権の割当てを受ける権利も 

 しくは募集新株予約権付社債の割当てを受 

 ける権利を与えない。 

 

 行わない。 

 

（第一種優先配当金の除斥期間） 

第15条 第49条の規定は、第一種優先配当金

 の支払についてこれを準用する。 

 

（第一種優先株主に対する残余財産の分配） 

第16条 当会社の残余財産を分配するときは、

 第一種優先株主または第一種優先登録株式 

 質権者に対し、普通株主または普通登録株式

 質権者に先立ち、第一種優先株式１株につき

 1,000円を支払う。 

② 第一種優先株主または第一種優先登録株 

 式質権者に対しては、前項のほか、残余財産

 の分配は行わない。 

 

（第一種優先株式の消却等） 

第17条  当会社は、いつでも第一種優先株式を

 取得し、これを保有し、当該取得価額により

 消却することができる。 

② 前項に基づく第一種優先株式の取得また 

 は消却は、いずれか一または複数の種類につ

 き行うことができる。 

 

（第一種優先株主の議決権） 

第18条 第一種優先株主は、株主総会において

 議決権を有しない。 

 

（第一種優先株式の併合または分割、募集株式

の割当てを受ける権利等） 

第19条 当会社は、第一種優先株式について株

 式の併合または分割を行わない。 

② 当会社は、第一種優先株主に対し、募集株

 式および募集新株予約権の割当てを受ける 

 権利もしくは募集新株予約権付社債の割当 

 てを受ける権利を与えない。 
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（優先株式の取得請求権） 

第19条 優先株主は、発行に際して取締役会の

 決議で定める当該優先株式を取得すること 

 を請求することができる期間（以下「優先株

 式取得請求期間」という。）中、当会社に対 

 して当該優先株式の取得を請求することが 

 できる。その場合、当会社は、当該優先株式

 １株を取得するのと引換えに当該決議で定 

 める条件で普通株式を交付する。 

 

 

（優先株式の取得条項） 

第20条 当会社は、優先株式取得請求期間中に

 取得の請求のなかった優先株式を、同期間の

 末日の翌日（以下「一斉取得基準日」という。）

 をもって取得する。その場合、優先株式１株

 の払込金相当額を一斉取得基準日に先立つ 

 45取引日目に始まる30取引日の株式会社東

 京証券取引所における当会社の普通株式の 

 普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。） 

 の平均値（終値のない日数を除く。）で除し 

 て得られる数の普通株式を当該優先株主に 

 対して交付する。ただし、平均値の計算は、

 円位未満小数第１位まで算出し、その小数第

 １位を切り上げる。この場合、当該平均値が

 優先株式発行に際して取締役会の決議で定 

 める下限取得価額を下回るときは、優先株式

 １株の払込金相当額を当該下限取得価額で 

 除して得られる数の普通株式となる。 

 

 

② （条文省略） 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

（第一種優先株式の取得請求権） 

第20条 第一種優先株主は、発行に際して取締

 役会の決議で定める当該第一種優先株式を 

 取得することを請求することができる期間 

 （以下「第一種優先株式取得請求期間」とい

 う。）中、当会社に対して当該第一種優先株

 式の取得を請求することができる。その場 

 合、当会社は、当該第一種優先株式１株を取

 得するのと引換えに当該決議で定める条件 

 で普通株式を交付する。 

 

（第一種優先株式の取得条項） 

第21条 当会社は、第一種優先株式取得請求期

 間中に取得の請求のなかった第一種優先株 

 式を、同期間の末日の翌日（以下「第一種優

 先株式一斉取得基準日」という。）をもって

 取得する。その場合、第一種優先株式１株の

 払込金相当額を第一種優先株式一斉取得基 

 準日に先立つ45取引日目に始まる30取引日

 の株式会社東京証券取引所における当会社 

 の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表

 示を含む。）の平均値（終値のない日数を除

 く。）で除して得られる数の普通株式を当該

 第一種優先株主に対して交付する。ただし、

 平均値の計算は、円位未満小数第１位まで算

 出し、その小数第１位を切り上げる。この場

 合、当該平均値が第一種優先株式発行に際し

 て取締役会の決議で定める下限取得価額を 

 下回るときは、第一種優先株式１株の払込金

 相当額を当該下限取得価額で除して得られ 

 る数の普通株式となる。 

② （現行どおり） 

 

第３章の２ 第二種優先株式 

 

（第二種優先配当金） 
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（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第21条の２ 当会社は、第48条に定める剰余金

 の配当を行うときは、第二種優先株式を有す

 る株主（以下「第二種優先株主」という。）

 または第二種優先株式の登録株式質権者（以

 下「第二種優先登録株式質権者」という。）

 に対し、普通株主または普通登録株式質権者

 に先立ち、第二種優先株式1株につき年80 

 円を上限として、当該第二種優先株式の発行

 に際し、取締役会の決議で定める額の剰余金

 の配当（以下「第二種優先配当金」という。）

 を支払う。 

② ある事業年度において、第二種優先株主ま

 たは第二種優先登録株式質権者に対して支 

 払う剰余金の配当の額が第二種優先配当金 

 の額に達しないときは、その不足額は翌事業

 年度以降に累積する。 

③ 第二種優先株主または第二種優先登録株 

 式質権者に対しては、第二種優先配当金を超

 えて配当を行わない。 

 

（第二種優先配当金の除斥期間） 

第21条の３ 第49条の規定は、第二種優先配当

 金の支払についてこれを準用する。 

 

（第二種優先株主に対する残余財産の分配） 

第21条の４ 当会社の残余財産を分配するとき 

 は、第二種優先株主または第二種優先登録株

 式質権者に対し、普通株主または普通登録株

 式質権者に先立ち、第二種優先株式1株につ

 き1,000円を支払う。 

② 第二種優先株主または第二種優先登録株 

 式質権者に対しては、前記のほか残余財産の

 分配は行わない。 
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（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（第二種優先株主の議決権） 

第21条の５ 第二種優先株主は、株主総会におい

 て議決権を有しない。 

 

（第二種優先株式の併合または分割、募集株式

の割当てを受ける権利等） 

第21条の６ 当会社は、法令に定める場合を除 

 き、第二種優先株式について株式の併合また

 は分割を行わない。 

② 当会社は、第二種優先株主に対し、募集株

 式または募集新株予約権の割当てを受ける 

 権利を与えず、また株式無償割当てまたは新

 株予約権無償割当ては行わない。 

 

（第二種優先株式の取得請求権） 

第21条の７ 第二種優先株主は、平成22年9月

 1日から平成29年8月31日までの間（以下

 「第二種優先株式取得請求期間」という。）、

 当会社に対して当該第二種優先株式の取得 

 を請求することができる。その場合、当会社

 は、当該第二種優先株式1株を取得するのと

 引換えに、第二種優先株式取得請求期間の始

 期の普通株式の時価を基準に当該第二種優 

 先株式の発行に際し取締役会の決議で定め 

 る条件で普通株式を交付する。また、当会社

 は、普通株式の交付の条件の修正および調整

 の方法を、当該決議により定めることができ

 る。 

 

（第二種優先株式の取得条項） 

第21条の８ 当会社は、第二種優先株式取得請求

 期間中に取得の請求のなかった第二種優先 

 株式を、同期間の末日の翌日（以下「第二種
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（新設） 

 

 

 

 

第４章 株主総会 

 

第21条～第24条 （条文省略） 

 

（決議の方法） 

 優先株式一斉取得基準日」という。）をもっ

 て取得する。当会社は、第二種優先株式を取

 得するのと引換えに、当該第二種優先株式を

 保有する第二種優先株主に対して、第二種優

 先株式1株の払込金相当額を、第二種優先株

 式一斉取得基準日に先立つ45取引日目に始

 まる30取引日の株式会社東京証券取引所に

 おける当会社の普通株式の普通取引の毎日 

 の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値

 のない日数を除く。）（以下｢第二種優先株

 式一斉取得価額｣という。）で除して得られ

 る数の普通株式を交付する。ただし、平均値

 の計算は、円位未満小数第１位まで算出し、

 その小数第１位を四捨五入する。この場合、

 第二種優先株式一斉取得価額が第二種優先 

 株式の発行に際し取締役会の決議で定める 

 下限交付価額を下回る場合には、当該下限交

 付価額をもって第二種優先株式一斉取得価 

 額とする。 

② 前記の普通株式数の算出にあたって1株に

 満たない端数が生じたときは、会社法第234

 条の規定に基づきその端数に応じた金銭を 

 交付する。 

 

（優先順位） 

第21条の９ 当会社の発行する各種の優先株式 

 の優先配当金および残余財産の分配におけ 

 る支払順位は同順位とする。 

 

第４章 株主総会 

 

第22条～第25条 （現行どおり） 

 

（決議の方法） 
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第25条 （条文省略） 

② 会社法第309条第２項に定める決議は、議

 決権を行使することができる株主の議決権 

 の３分の１以上を有する株主が出席し、その

 議決権の３分の２以上をもって行う。 

 

 

第26条 （条文省略） 

 

（種類株主総会） 

第27条 第23条および第26条の規定は、種 

 類株主総会にこれを準用する。 

 

 

第５章 取締役および取締役会 

 

第28条～第30条 （条文省略） 

 

（代表取締役および役付取締役） 

第31条 （条文省略） 

② 取締役会は、その決議によって取締役会長

 および取締役社長各１名ならびに取締役副 

 社長、専務取締役および常務取締役各若干名

 を定めることができる。 

 

第32条～第36条 （条文省略） 

 

第６章 監査役および監査役会 

 

第37条～第43条 （条文省略） 

 

第７章 会計監査人 

 

第44条～第45条 （条文省略） 

 

第８章 計  算 

 

第26条 （現行どおり） 

② 会社法第309条第２項および同法第324条

 第２項に定める決議は、議決権を行使するこ

 とができる株主の議決権の３分の１以上を 

 有する株主が出席し、その議決権の３分の２

 以上をもって行う。 

 

第27条 （現行どおり） 

 

（種類株主総会） 

第28条 第24条、第26条第１項および第27

 条の規定は、種類株主総会にこれを準用す 

 る。 

 

第５章 取締役および取締役会 

 

第29条～第31条 （現行どおり） 

 

（代表取締役および役付取締役） 

第32条 （現行どおり） 

② 取締役会は、その決議によって取締役会長

 および取締役社長各１名ならびに取締役副 

 会長、取締役副社長、専務取締役および常務

 取締役各若干名を定めることができる。 

 

第33条～第37条 （現行どおり） 

 

第６章 監査役および監査役会 

 

第38条～第44条 （現行どおり） 

 

第７章 会計監査人 

 

第45条～第46条 （現行どおり） 

 

第８章 計  算 
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第46条～第48条 （条文省略） 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

第47条～第49条 （現行どおり） 

 

附  則 

 

第１条 本定款第１条および第２条の変更の 

 効力は、当会社および株式会社ニチロの株主

 総会における株式交換契約の承認を条件と 

 して、同株式交換の効力発生日をもって生じ

 るものとする。 

 

第２条 本附則は、当会社と株式会社ニチロと

 の株式交換の効力発生日の経過後削除する 

 ものとする。 

 

３．日程 

  定款変更のための株主総会開催日        平成19年6月27日（水曜日） 

  定款変更の効力発生日             平成19年6月27日（水曜日） 

   ＊ただし、定款第１条および第２条の変更の効力は、当社および株式会社ニチロの株主総 

    会における株式交換契約の承認を条件として、同株式交換の効力発生日（平成19年10 

    月1日（月曜日））をもって生じるものとします。 

                                        以上 


